和気町長　大 森　直 徳　　殿



誓　約　書


この度の開発行為により、地元区及び隣接者又は利害関係者との協議は責任をもって行い、各法令における許認可につきましても、事前に協議し、許可を受けることを誓約いたします。
　また、開発事業の実施基準の技術的細目は、岡山県県土保全条例施行規則を準用します。(昭和48年岡山県規則第36号)
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